
国
立
研
究
開
発
法
人
情
報
通
信
研
究
機
構
法
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議 

 

政
府
及
び
国
立
研
究
開
発
法
人
情
報
通
信
研
究
機
構
は
、
本
法
施
行
に
当
た
り
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
そ
の
実
現
に
努
め
る

べ
き
で
あ
る
。 

 

一
、
政
府
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
接
続
す
る
機
器
の
更
な
る
普
及
等
に
よ
り
、
サ
イ
バ
ー
攻
撃
の
脅
威
が
一
層
高
ま
る
こ
と

が
予
想
さ
れ
る
中
、
機
構
が
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策
に
果
た
す
役
割
の
重
要
性
に
鑑
み
、
機
構
の
人
員
・
予
算
等
の

充
実
及
び
技
術
・
知
見
の
更
な
る
活
用
を
図
る
と
と
も
に
、
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
人
材
の
育
成
や
国
際
連
携
の
推
進
等
、

我
が
国
の
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策
の
一
層
の
充
実
・
強
化
を
図
る
こ
と
。 

 

二
、
政
府
及
び
機
構
は
、
公
的
機
関
、
民
間
事
業
者
及
び
国
民
に
対
し
、
機
構
に
よ
る
ぜ
い
弱
性
の
あ
る
機
器
の
調
査
・
注
意

喚
起
等
の
取
組
に
関
し
て
十
分
に
周
知
を
行
い
、
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策
の
重
要
性
と
当
該
取
組
に
つ
い
て
の
正
し

い
理
解
を
促
進
す
る
こ
と
。ま
た
、
メ
ー
カ
ー
や
電
気
通
信
事
業
者
等
の
幅
広
い
関
係
者
と
連
携
を
行
う
こ
と
な
ど
に
よ
り
、

機
器
の
開
発
・
製
造
段
階
に
お
け
る
適
切
な
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策
の
実
施
等
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
接
続
す
る
機
器
の
安
全

性
の
確
保
を
図
る
こ
と
。 

 

三
、
機
構
は
、
特
定
ア
ク
セ
ス
行
為
や
新
た
に
機
構
法
に
位
置
付
け
ら
れ
る
業
務
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
こ
れ
ら
の
実
施
に

よ
り
取
得
し
た
情
報
の
管
理
を
徹
底
す
る
こ
と
。
ま
た
、
政
府
は
、
「
特
定
ア
ク
セ
ス
行
為
等
実
施
計
画
」
を
認
可
す
る
際

に
は
、
当
該
計
画
に
お
い
て
、
特
定
ア
ク
セ
ス
行
為
に
よ
り
取
得
し
た
情
報
の
取
扱
い
が
適
切
な
も
の
で
あ
る
か
厳
格
に
審

査
す
る
こ
と
。
な
お
、
政
府
は
、
機
構
が
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策
に
果
た
す
役
割
の
重
要
性
に
鑑
み
、
機
構
の
役
職

員
等
に
課
さ
れ
て
い
る
秘
密
保
持
義
務
が
引
き
続
き
遵
守
さ
れ
る
よ
う
適
切
に
監
督
を
行
う
こ
と
。 
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四
、
政
府
及
び
機
構
は
、
機
構
に
設
置
さ
れ
た
基
金
が
国
民
負
担
に
よ
っ
て
造
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
及
び
こ
れ
ま
で
に
造
成
さ

れ
た
他
の
様
々
な
基
金
が
必
ず
し
も
有
効
か
つ
適
切
に
活
用
さ
れ
て
い
な
い
と
の
指
摘
が
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
基
金
の
適

切
な
管
理
及
び
有
効
活
用
に
よ
る
成
果
の
最
大
化
に
一
層
努
め
る
こ
と
。
ま
た
、
そ
の
執
行
状
況
等
に
つ
い
て
適
時
・
適
切

に
公
表
す
る
な
ど
透
明
化
を
図
る
こ
と
に
よ
り
、
国
民
に
対
す
る
説
明
責
任
を
果
た
す
と
と
も
に
、
不
断
の
検
証
・
見
直
し

を
行
う
こ
と
。 

  
 

右
決
議
す
る
。 


